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規 則

歯科衛生士法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年８月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第６５号

歯科衛生士法施行細則の一部を改正する規則
歯科衛生士法施行細則（昭和２６年北海道規則第４号）の一部を次のように改正する。
本則中「第７条第３項」を「第６条第３項」に改める。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

北海道告示第６２５号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（居
辺地区畑地帯総合整備［担い手支援型］（農業用道路、区画整理、暗きょ排水、土層改
良））事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道十勝総合振興局に備え置いて、平成２２年９月１日から２０日間、一
般の縦覧に供する。

平成２２年８月３１日
北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第６２６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第１０条第１
項の規定により、次のとおり土地改良事業の施行に同意した。
平成２２年８月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
同意年月日 事業主体名 地区名 事 業 の 種 類
平成２２．８．２０ 真 狩 村 真狩北 緊急農地排水対策支援（暗きょ排水、土層改良、区画整理）
同 同 真狩南 同

北海道告示第６２７号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２２年８月３１日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林予定森林の所在場所 沙流郡日高町（国有林。次の図に示す部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び日高町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第６２８号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２２年８月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
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１� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

河東郡上士幌町・鹿追町・上川郡新得町（以上３町
国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
上士幌町

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

河東郡上士幌町・上川郡新得町（以上２町国有林。
次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

上川郡新得町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 干害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

４� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

上川郡新得町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 公衆の保健

� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第６２９号

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第６６条第１項の規定により、次の宅地建物取
引業者の免許を取り消したので、同法第７０条第１項の規定により公告する。
平成２２年８月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 商 号 又 は 名 称 株式会社エス・イー・エル札幌
２ 代 表 者 氏 名 代表取締役 村
 功
３ 主たる事務所の所在地 札幌市中央区南５条西２２丁目１番３２号
４ 免 許 証 番 号 北海道知事石狩�第７４２６号
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